
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 請求者（請求する方）） 

 ・住所  代理人による請求の場合、委任状に記載された代理人住所を記載。 

 ・氏名  本人が請求する際も必ず記載。 

※第三者請求の場合は、代表者氏名のほか、担当者氏名も併記。 

 対象者の戸籍  

 ・氏名  婚姻前の戸籍等を請求する場合は、旧氏も記載。 

 ・本籍  過去の戸籍を請求する場合、郡山市にあった当時の本籍を記載。 

 ・筆頭者 過去の戸籍を請求する場合、郡山市にあった当時の筆頭者を記載。 

   ※連続した戸籍を集める際、各々の戸籍の前後にあたる本籍が解読不能な場合など

は、他の市区町村で取得した戸籍の写しを添付いただいても結構です。 

 必要な証明書  

 ・現在  最新の戸籍が必要な場合に記載（在籍者の現況を証明するものです）。 

・閉鎖  具体的にどのような内容の記載が必要か、必ず備考欄にも記載。 

※除籍や改製原戸籍には種類があるため、発行すべきものを特定させる必要があり

ます。死亡＝除籍謄本とは限りません。詳しくはお問合せください。 

 ・連続  郡山市に存在するすべての戸籍が必要な場合はこちらに記載。 

   ※現在や閉鎖の分も含まれていますので、現在や閉鎖に☑は不要です（発行するも

のが重複してしまうため）。 

 ・住所履歴 婚姻等をまたいだ住所履歴は、婚姻等の前と後の分を取得する必要があり

ます。 対象者の戸籍 の欄に婚姻等の前と後の内容を併記。 

・その他 独身証明書や〇〇届受理証明書、〇〇届記載事項証明書等はこちらに記載。 

 

 
 亡くなった方が含まれる戸籍、閉鎖や連続の戸籍等の請求において 

・同封いただいた手数料が不足しているケースが多く見られます。 

・どのような内容の証明書が必要か整理の上、事前にお問合せください。 

 問合せ先  『郡山市役所市民課窓口係』 電話 024-924-2131 

～ 記載時のポイント ～ 


